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の税務
13日(火)
・12月分の源泉所得税
・住民税特別徴収税額の納付

2月2日（月）
・11月決算法人の申告と納税
・5月決算法人の中間申告と納税
・2月、5月、8月決算法人の消費税の3ヶ月ごとの中間申告
・12月分社会保険料納付
・償却資産（固定資産税）も申告

20日(火)
・納期の特例を受けている場合、
7月～12月の源泉所得税の納付

新年あけましておめでとうございます。
旧年中も大変お世話になり、誠にありがとうございました。

おかげさまで、当事務所は本年、開業15周年を迎えることができました。
これまで歩んでこられましたのも、皆様のご支援とご信頼の賜物であり、

心より感謝申し上げます。
近年は、物価高騰などにより経営環境の変化が大きく、

皆様におかれましてもご苦労の多い日々が続いていることと存じます。
そのような中ではありますが、微力ながら会計の面から皆様の経営を支え、

少しでもお役に立てるよう取り組んでまいりたいと考えております。
本年も引き続き、クラウド会計の導入を進め、

紙でのやり取りからデータでのやり取りへの移行を徹底することで、
業務の効率化と体制の強化に取り組んでまいります。
この取り組みを通じて、より迅速で分かりやすいサポートを

ご提供できるよう努めてまいりますので、
クライアントの皆様にはご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

本年が皆様にとって実り多く、
明るい一年となりますことを心よりお祈り申し上げます。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

浦野充敏
令和8年1月1日



新しい年を迎え個人事業主の方など確定申告が必要となる方々は、
そろそろ申告の資料の準備を始められているのではないでしょうか。
確定申告に係る所得税の納付期限は、申告期限と同じ3月16日となっております。
申告が期限の間際になると納付期限までに納付を行うことが、難しくなることもあるかと思います。
このような場合に「振替納税制度」という制度を選択していただくと
所得税や消費税の納付について少し余裕をもって納付が可能となります。
「振替納税制度」とは確定申告に係る税金（所得税・消費税）を指定した口座から
あらかじめ決められている振替日に自動的に口座振替してくれるという制度です。
自動振替されるので納付書をもって税務署や金融機関に納付しに行く必要が無くなります。
さらに振替日は、申告期限からおおよそ1ヶ月後となっているので
納税資金を用意する期間もでき、納付に余裕ができます。是非ご検討ください。
この振替納税を選択するには申請書に指定口座などの必要事項を記載し
3月16日までに提出する必要があります。
書面での提出の他e-TAXのシステムからも申請が可能となっております。

本年の振替日は以下の日程となっております。
申告所得税（確定申告分）・・・令和8年4月23日（木）
個人事業者の消費税・・・令和8年4月30日（木）

所得税の納税について振替納税による納付をおススメいたします

Googleの口コミの
ご協力よろしく
お願いいたします。

1月中に償却資産の申告があります。
12月末までに仕入以外で10万円以上の事業用の備品などの購入があれば申告が必要になります。
こちらからも確認させていただきますので、担当までご連絡ください。

「拡大するシュルレアリスム 視覚芸術から広告、ファッション、インテリアへ」
シュルレアリスムとは第一次世界大戦後に行われた芸術運動のことを指し、

日本では「超現実主義」と訳されます。合理性にとらわれず、
人間の無意識や夢の世界を探求した世界観を追求する芸術家たちが、

無意味なものに意味を見出すための運動です。
シュルレアリスムは政治的要素も内包する一方で、
広告やファッション、インテリアなどの日常に
密接した場面にも拡がりを見せています。

そんな芸術運動の一端に触れられる展覧会が、
現在大阪中之島美術館にて開催中です。

2025/12/13（土）～2026/03/08（日）
大阪中之島美術館 4階展示室




